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学費延納手続きについて 

 

やむを得ない事情で学費を納入期限までに納入できない場合は、春学期の納入期限（令和２

年４月２８日（火））までに「学費延納願」を提出してください。 

※令和２年度の春学期のみ、例外的な手続き方法となります。 

 

１． 春学期分学費の延納期限は、令和２年６月３０日です。 

※今までは各自、希望延納日を設定いただいておりましたが、今回は、一律６月３０日 

と設定いたします。資金の準備ができ次第速やかにお振込みください。 

 

２． 郵送時の注意事項 

封筒の見えるところに「学費延納願 在中」と記入いただき、下記の宛先にお送りくだ

さい。 

【提出期限】令和２年４月２８日（火）【郵送必着】 

   【宛先】大正大学総務部経理課（〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1） 

  ※郵送以外の方法として、ＰＤＦにて経理課（keiri☆mail.tais.ac.jp）に送信いただ

いても結構です。その場合は、メールアドレスの☆を＠に変えてください。 

 

３．書類の記入、署名・捺印について 

  書類は、すべてボールペンで記入してください。 

本人（学生本人）、学費支給者、正保証人の氏名・連絡先（住所）はそれぞれご本人が

署名のうえ捺印してください。 

印鑑は同一のものは使用せず、それぞれ別々のものを押印してください。 

なお、学生本人が学費支給者であるときは同一の印鑑で結構です。 

 

４．「金額」の記入について 

振込依頼書に記載されている春学期の学費を記入してください。 

 

５．「延納が必要な具体的理由および工面方法」の記入について 

通常延納の審査は書類審査のみで行います。理由の内容によっては、延納が認められな

いことがありますので、できるだけ詳細に記入してください。 

 

６．訂正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押して訂正してくだ

さい。修正液等による訂正は認められません。 

 

７．書類提出後について 

延納が許可された方には「延納許可証」を発行します。なお、延納許可証が無いと銀行

窓口で納入できませんのでご注意ください。 

 

８．不明な点等がありましたら、経理課までお問い合せください。 

 

【問い合せ先・書類送付先】 大正大学総務部経理課 

〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1  電話：03-5394-3015（直） 
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